
年  月  日 

 香美町長  様 

                  住  所  

                  氏  名             

                  電  話     （   ） 

                  生年月日    年  月  日（  歳） 

 

香美町住宅取得奨励金交付申請書 

 

香美町住宅取得奨励金交付要綱第６条の規定により、住宅取得奨励金の交付を下記の

とおり関係書類を添えて申請します。 

記 

上記申請要件の確認のため、申請者及び世帯員の住民登録、住宅の所有、町の他制度 

の活用状況の有無及び町徴収金の滞納状況等について、町の保有する関係書類により調 

査することに同意します。            氏名            ㊞ 

交 付 申 請 額                 円 

申請者の区分 
□ 定住 

□ 移住  世帯員数   人（うち中学生以下   人） 

世 帯 員 氏 名 
   

   

住 宅 の 区 分 □ 新築住宅  □ 中古住宅 

施 工 業 者 
業者名  

所在地  

住宅取得費用                  円 

取 得 年 月 日       年   月   日 

添 付 書 類 

⑴ 申請者の住民票（住宅が共有名義の場合は共有者全て、移住の場合は世帯員全員） 

⑵ 住宅の位置図及び平面図 

⑶ 住宅の取得を証する書類（領収書、引き渡し書等） 

⑷ 住宅の登記事項証明書 

⑸ 請負契約書の写し 

⑹ 誓約書（様式第５号） 

⑺ 世帯員が概ね２年以上町外に住所を有していたことを証する書類（移住の場合） 

⑻ その他町長が必要と認める書類 

様式第１号（第６条関係） 

 



様式第２号（第７条関係） 

 

香美町指令第    号 

 

                                  様 

 

香美町住宅取得奨励金交付決定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった香美町住宅取得奨励金については、

香美町住宅取得奨励金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり決定（却下）

します。 

 

    年  月  日 

 

香美町長       □印  

 

記 

 

１ 決定内容  □ 決定します。決定額            円 

         （交付条件） 

 

 

        □ 却下します。 

         （理由） 



様式第３号（第８条関係） 

 

香美町指令第   号 

 

                                  様 

 

香美町住宅取得奨励金交付決定取消通知書 

 

 香美町住宅取得奨励金交付要綱第８条の規定に基づき、   年  月  日

付け香美町指令第   号により通知した香美町住宅取得奨励金の交付決定を取

消します。 

 

    年  月  日 

 

香美町長       □印  

 

記 

 

交付決定を取消す理由 



様式第４号（第９条関係） 

 

  年  月  日 

 

 香美町長  様 

 

                  請求者 住 所 香美町 

                      氏 名  

                      電話番号 

                      電子メール         

 

香美町住宅取得奨励金請求書 

 

   年  月  日付け、香美町指令第    号で決定を受けました香美町

住宅取得奨励金の交付を受けたいので、香美町住宅取得奨励金交付要綱第９条の

規定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

香美町住宅取得奨励金           金          円也 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号(第３条及び第４条関係) 

年  月  日  

 

 香美町長  様 

 

                      住 所 香美町 

                      氏 名          ㊞ 

 

 

誓  約  書 

 

 

私は、香美町住宅取得奨励金交付要綱（以下「要綱」という。）に基づく奨励金

の交付を申請するにあたり、奨励金の交付決定の日から５年以上、対象住宅の所

在地を住所地として住民登録を継続し、生活の本拠地とすることを誓約します。 

万一、５年以内に奨励金の対象住宅から私の世帯員全員（交付申請時の世帯員

に限る。）が転居し、対象住宅を譲渡、貸与、取り壊し、又は売却することがあっ

た場合をはじめ、要綱第８条の規定に基づき奨励金の交付決定の取消を受けたと

きは、要綱第１２条の規定に基づく返還請求に従い、既に交付を受けた奨励金の

全部又は一部を返還します。 

 

 

 

 

 


